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午前９時２２分 委員会開会 

○委員長（岡本 昭治） それでは、皆さんおはよう

ございます。 

 皆さんおそろいになっておりますので、ただいま

から総務委員会を開会いたします。 

 今日は、２日目の委員会になります。慎重審議し

ていただいて、決定をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 本日は、当委員会に付託、また当分科会に分担さ

れた議案の審査として、個別に説明、質疑、討論、

表決を行い、その後、意見、要望のまとめを行う予

定としております。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務０６．０９．１８

が、本日の委員会のフォルダーです。そこに本日の

委員会の資料を配信しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては要点を押さえ、簡潔、明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いします。 

 なお、委員会及び分科会の発言は、委員長、分科

会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字を

名のってから行っていただきますようお願いしま

す。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、ア、委員会審査に入ります。 

 まず、第５１号議案、財産の無償貸付についてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 資産活用課、植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 私のほうからは、第

５１号議案の財産の無償貸付についてのご説明を

いたします。議案書の３３ページをご覧ください。 

 本案は、市において活用予定のない市有財産のう

ち、建物などを無償で貸し付けることにより、当該

市有財産全体の有効活用を進め、地域の活性化を図

ろうとするものであり、地方自治法の規定により議

会の議決を求めるものです。 

 無償貸し付けしようとする財産は建物などで、豊

岡市日高町道場１５７番地の１の旧静修小学校の

校舎など計７棟、２，０９７．５４平米と、そのほ

かの旧静修小学校の施設に附属する設備や物品で

す。 

 無償貸付けとする理由ですが、まず、土地につい

ては適正な価格で貸付けをいたします。一方で、建

物も適正な価格で貸し付けることとした場合、学校

跡地は全体の面積、規模がとても大きく、かなりの

高額になるため、現実にはなかなか活用が進まない

ことが見込まれます。そこで、全国の多くの自治体

でも、建物の無償貸付け等により跡地活用を進めて

おり、これらの先例も踏まえつつ、早期に活用につ

なげていくことも必要です。また、建物などを有償

で貸し付けた場合、貸付期間中の施設の基本的な管

理責任などは市が負う必要があるなど、管理経費の

負担も課題となりますので、学校跡地の建物などに

ついては現状有姿での利用を条件に無償貸付けと

しようとするものです。さらに、プロポーザルの公

募条件には、地域の活性化に資する活用を条件とし

ており、これらの点を総合的に勘案して無償で貸し

付けしようとするものです。 

 貸付期間は、令和６年１１月１日から令和１６年

１０月３１日までの１０年間です。相手方などにつ

きましては、議案記載のとおりです。 

 なお、今回、建物などの評価額は、建物全体で２，

３４０万円、これを先ほどの理由などにより無償で

貸与することとしたものです。 

 また、今回は、国の補助事業で整備したプールに

つきましては、現時点で財産処分の制限に関する国

の承認を受けることができないため、プール部分を

除いた貸付けとなっています。国の承認が得られた

時点で、改めてプール部分の貸付手続を進めたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） ちょっと確認をさせてくださ

い。土地は有償で貸し付けるということで、建物は
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無償ということもお聞きいたしましたけど、建物を

無償で貸し付けるんですけど、普通の、どういいま

すか、貸し付ける場合の金額は幾らかいうのも教え

ていただきたいと思います。建物の価値は２，３４

０万円ということでしたけど、有償で貸し付ける場

合は幾らで、今回は無償の提案でありますけど、そ

の金額を教えてください。 

 そして、土地の貸付けは適正な価格ということで

ありましたけど、土地の貸付けの金額も教えてくだ

さい。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 建物につきましては、

先ほど言いましたように評価額が２，３４０万円と

いうことですので、貸付金額につきましてはその

６％という基準になっております。年額としまして

は１４０万４，０００円ということになります。 

 それから、土地につきましては適正な価格でとい

うことで、今回は年額２２３万５，０００円で貸し

付けるということになっております。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 了解しました。地域への活性

化も含めて、適正に貸し付けていただくということ

で、建物の管理も借りたとこがされるということで

よろしいですね。市の補修とか、そういうことは１

０年間一切ならないということでよろしいんです

か、確認です。 

○委員長（岡本 昭治） 植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 今、西田委員がおっ

しゃったとおり、今回は建物を無償で貸し付けいた

しますので、その間の維持管理については全て借り

られるほうで行っていただくという契約になって

おります。 

○委員（西田  真） 委員長、以上です。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございます。 

 ほかに。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほどのに加えて、この会社

の、どういうんですか、従業員数とかそのようなも

のが分かれば。 

 それと、それから、地域との連携みたいなことで

は何かされるようなことがあるのかどうか、２点お

願いします。 

○委員長（岡本 昭治） 植田課長。 

○資産活用課長（植田 孝志） 今ちょっと聞いてい

るところの情報になるんですけども、借りられる会

社の現在の従業員の数は１１名というふうに聞い

ております。 

 あと、地域との連携ということですけども、特に、

具体的にはないんですけども、あくまで、例えば地

域の方が利用したいとか活用したいということが

あれば、そのような話には相談に応じていただける

ということは聞いております。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

○委員長（岡本 昭治） いいですか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（岡本 昭治） そのほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認めます。よ

って、第５１号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次は、第５２号議案、物件購入契約の締結につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 危機管理課、木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） それでは、議案書３

７ページをご覧ください。第５２号議案、物件購入

契約の締結についてご説明いたします。 

 本案につきましては、消防団員の健康管理、熱中

症対策として夏用の活動服を購入することについ

て、議会の議決をお願いするものでございます。 

 契約の方法は指名競争入札、契約の金額は消費税
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込みで２，６２６万３，７１０円、７月３日に仮契

約のほうを締結しております。 

 その他につきましては記載のとおりでございま

すが、今回購入する９９９着につきましては、城崎

消防団、日高消防団、出石消防団に配備することと

しておりまして、豊岡、竹野、但東団につきまして

は、来年度の配備を予定しております。 

 説明は以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認めます。よ

って、第５２号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次は、第５６号議案、豊岡市企業版ふるさと納税

地方創生基金条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 経営企画課、真狩課長。 

○経営企画課長（真狩 直哉） 議案書の４５ページ

をご覧ください。第５６号議案、豊岡市企業版ふる

さと納税地方創生基金条例の一部を改正する条例

制定についてご説明いたします。 

 本案は、地域再生法の改正に伴い、引用する規定

の条番号を改めようとするものです。 

 附則で、この条例は、公布の日から施行すること

としております。 

 ４９ページに新旧対照表をつけておりますので、

ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認めます。よ

って、第５６号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次は、第５７号議案、豊岡市職員の給与に関する

条例及び豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 人事課、岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） 議案書の５１ページをご

覧ください。第５７号議案、豊岡市職員の給与に関

する条例及び豊岡市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定

についてご説明いたします。 

 本案は、正規職員及び会計年度任用職員の同一週

外への週休日の振替等を行うことで、１週間当たり

３８時間４５分を超えて勤務した者に対して、その

超えた時間に係る時間外勤務手当を支給するため、

所要の規定の整備を行おうとするものです。 

 附則で、この条例は、令和６年１０月１日から施

行することとしています。 

 なお、５６ページ以降に新旧対照表をつけており

ますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） この勤務時間にしたら、本当

にほぼほぼ正規職員並みの時間だと思いますが、今

までは、超えたことに対しては振替などのことでし

ておられたのか、サービス残業にはなってないと思
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いますけれども、どのような方法で、仮にそういう

時間を超えた場合は処理をしておられたのか、お願

いします。 

○委員長（岡本 昭治） 岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） ご質問ですけども、これ

までは３８時間４５分を超えた場合に、本来であれ

ば振替とは別に、超えた分に関して２５％の割増し

賃金を支払わなければならなかったんですけども、

これまではそこの支払いがなされてなかったと、い

わゆる振替休日のみを取得していたというような

状況になります。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 今回そういうふうになってよ

かったかなと思うんですけど、例えば行事などです

ごい遅い時間までせんなんこともあると思います

し、なかなか振替っていっても処理ができないこと

が多々あると思うので、いいと思います。終わりま

す。 

○委員長（岡本 昭治） よろしいですか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（岡本 昭治） そのほかありますでしょう

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認めます。よ

って、第５７号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

  ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前９時３８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３８分 分科会開会 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を開会します。 

これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 第６２号議案、令和６年度豊岡市一般会計補正予

算（第４号）を議題といたします。 

 ６２号議案中、当分科会に審査を分担されました

のは、所管事項に係る歳入歳出予算補正、債務負担

行為補正及び地方債補正についてであります。 

 当局の説明は、まず財政課から全体概要を含めて

説明を、次に、人事課から全体の人件費を含めて説

明をいただき、その後、組織順で各担当課から歳出

及び歳入等を一気に説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） 議案書の１０９ページを

ご覧ください。第６２号議案、令和６年度豊岡市一

般会計補正予算（第４号）でございます。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ８億６，８９１万８，

０００円を追加しまして、総額を４８６億１，３９

８万１，０００円とするものでございます。 

 第２条で、債務負担行為の追加を、第３条で地方

債の追加及び変更を行っております。 

 本補正予算の概要ですが、９月補正としまして、

執行見込額の精査による過不足が生じる経費、人事

異動に伴う人件費の整理、前年度決算確定に伴う精

算といったような内容でございます。 

 歳入では、普通交付税の本算定を受けまして、普

通交付税と臨時財政対策債の確定を行っておりま

す。結果としまして、最終の財源調整につきまして

は財政調整基金で行っております。 

 概要につきましては以上です。 

 続きまして、財政課所管分を説明いたします。１

３１ページ、歳出をご覧ください。一番下の段、基

金管理費です。市債管理基金積立金の５億７，００

０万円につきましては、地方財政法の規定によりま

して、歳計剰余金処分で前年度の実質収支額１１億

２，３７９万７，０００円の２分の１以上を積み立

てるといったものでございます。 

 １６８ページをご覧ください。予備費でございま

す。今回、今年につきましては、緊急を要する竹野
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泉源の修繕などに２，７００万円を執行する見込み

ということがありますので、今回２，０００万円を

追加するといったものでございます。 

 続きまして、歳入です。戻っていただきまして、

１２１ページをご覧ください。一番上の普通交付税

につきましては８，３５４万４，０００円の減額と

いうふうにしております。これにつきましてはちょ

っと理由がありまして、交付税の本算定に基づくも

のでして、下水道事業会計の資本費平準化債、これ

が、交付税算定額が減少したといったことがござい

ましたので、その分を下水道事業の繰出金のほうで

も減額してるといったことです。交付税も減るんで

すけど、繰出金も減るといったことで、いわゆる相

殺、行ってこいといった状況でございます。 

 １２５ページ、一番下の枠、財政調整基金繰入金

につきましては２億７，７６４万２，０００円の減

額でして、財源調整により減額をするものといった

ものでございます。 

 １２７ページ、上から２枠目の前年度繰越金５億

６，９９９万９，０００円を計上しております。先

ほど歳出で説明しました、令和５年度の実質収支額

の２分の１以上である５億７，０００万円を市債管

理基金に積み立てるといったことで計上しており

ます。 

 残りにつきましては、当初予算及び補正予算時に

取り崩しました財政調整基金の繰入金の減額であ

ったり、また、今後、人事院勧告に伴う人件費の増

額に充てていくということで、一部留保をさせてい

ただいてるといったことになります。 

 ちなみに、国の人事院勧告につきましては、月例

給で２．７６％、ボーナスで０．１月分引上げとい

ったことになりますので、この財源としてちょっと

留保させていただきたいというふうに考えており

ます。 

 １２９ページ、一番下の段、臨時財政対策債５０

０万円を減額しております。普通交付税の本算定に

伴いまして、上限額が７，０４０万円と決まりまし

たので、この上限額までの発行とするためで、今回

減額を行ったということでございます。 

 財政課からは以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 人事課、岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） それでは、一般会計補正

予算（第４号）に係る人事課所管分の人件費の補正

につきましてご説明いたします。 

 令和６年度人件費、９月補正予算の主な理由、一

般会計という資料を別紙にて配付させていただい

ておりますので、これに基づき説明いたします。よ

ろしいでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） どうぞ。 

○人事課長（岡  亮吾） 例年、９月の補正につき

ましては、基本的に当初予算編成に間に合わず反映

できなかった要素や、４月の人員配置の変化などを

反映し調整するものです。４月以降の随時の異動等

につきましても反映させています。 

 それでは、費目ごとに説明をさせていただきます。 

 報酬につきましては、１，３３２万２，０００円

の増額としています。主な内訳としましては、フル

タイム会計年度任用職員からパートタイム会計年

度任用職員への入替え等により８０３万２，０００

円増加しています。また、育休等の代替職員の雇用

期間の延長や追加に伴い５２９万円増加していま

す。 

 給料につきましては、３，５１９万７，０００円

の減額としています。主な要因は、当初予算編成後

に育児休業者や退職者が発生したことにより不用

額が生じたことや、フルタイム会計年度任用職員が

減少したこと、それから、人事異動、昇給、昇格、

初任給が確定したことによる調整などによります。 

 手当につきましては、２，０２５万９，０００円

の減額としています。減額要因としましては、育児

休業や退職に伴う期末勤勉手当の減額、随時の変更

による減額などです。一方で、児童手当の増額や地

震関連業務に係る時間外勤務手当などの増加要因

もあり、差引きでマイナスになったものです。 

 児童手当につきましては、国の制度改正によりま

して高校生を支給対象の子供に含めること、第３子

以降の子供への給付額を月額３万円とすること、そ

の他、手当の対象者のカウントに大学生相当年齢ま
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でを含めることなどが決まっています。本改正では、

令和６年１０月からの適用となり、第１回目の支給

は本年１２月を予定していますので、これらに必要

となる予算１，３２７万円を増額しています。 

 共済費につきましては、７５５万２，０００円の

減額としています。共済組合負担金率の増加、それ

から標準報酬月額の改定による増額をしているこ

と、育児休業者や退職に係る不用額の減額を反映し

たものです。 

 負担金につきましては、４１８万１，０００円の

減額としています。退職手当組合の負担金の減によ

るものです。主な内訳は、育児休業者や退職者等に

よる不用額、４月初任給や昇給、昇格等の確定を反

映したものです。 

 以上、９月補正で、人件費５，３８６万７，００

０円の減額をお願いするものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） ＤＸ・行財政改革推進課、

若森課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 債務負

担行為、歳出、歳入の順に説明します。 

 まず、債務負担行為です。１１３ページをご覧く

ださい。一番上、ガバメントクラウド管理領域構築

です。以前の委員会でも申し上げましたが、これ自

治体情報システムの標準化では、自治体はガバメン

トクラウドに接続し、ガバメントクラウド上に構築

された標準準拠システムを使うことが求められて

います。豊岡市は、ＬＧＷＡＮ、Ｌｏｃａｌ Ｇｏ

ｖｅｒｎｍｅｎｔ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｎｅｔ

ｗｏｒｋ、総合行政ネットワークとも呼びますけれ

ども、を使用してガバメントクラウドに接続する予

定です。この接続の際、ＬＧＷＡＮと税とか住民記

録とかの各業務システムが稼働する領域を接続す

るための管理領域をクラウド上に構築する必要が

あります。この業務は、各業務システムのクラウド

上への移行のタイミングに合わせて行う必要があ

るので、今年度から３年間で実施する予定です。２

０２４年度構築分の費用は、歳出予算に計上してお

ります。後ほど説明いたします。 

 その下、ガバメントクラウド接続ネットワーク構

築です。ガバメントクラウド上に構築された標準準

拠システムを使うためには、税や住民記録等の基幹

業務システムを運用している弊市の基幹系ネット

ワークもＬＧＷＡＮ系のネットワークに接続する

必要があります。この際に、必要な通信のみを通過

させるため、ファイアウオール、許可された通信以

外を遮断するような機器ですけれども、等のネット

ワーク機器を設置しようとするものです。本年度か

ら２年間で実施する予定ですが、本年度、２０２４

年度の支払いは予定しておりません。 

 次に、歳出です。１３３ページをご覧ください。

中ほどの少し下、行政情報化推進事業費です。これ

は、先ほど説明したガバメントクラウド管理領域構

築の２０２４年度支払い予定分です。 

 次に、その下、ＤＸ推進事業費です。一般質問で

も答弁いたしましたけれども、第５次行財政改革大

綱の柱の一つである「すべての職員にとって働きが

いのある市役所になっている」の実現を目指し、ま

た、度重なる事務処理誤りの発生等を踏まえ、それ

らの部署を中心に職場の現状等を把握するための

ヒアリングを実施しております。今回の予算は、ア

ドバイザーを招聘し、ヒアリングを踏まえて課題の

背景、それから課題の真因を明らかにするとともに、

対応策を検討しようとするものです。その予算は、

費用弁償及び委託料のうち９９万円です。また、対

応策の一つとして、管理職研修の費用、委託料です

が８５万３，０００円も計上しています。 

 ちょっとこれについて、少し説明を加えます。部

局長等に対し、自律的なマネジメントを求めていま

すが、まだ浸透し切っていないと認識しています。

例えば、管理職には限られた資本、特に企業経営の

４つの資本のうち、人的資本や財務資本などをやり

くりして成果を出すことを求めています。しかし、

恒常的なデスクワークによる残業を前提としたり、

また、従来の事業を見直すことなく、単に予算を増

やすことによって新規事業を実施しようとするよ

うな姿勢が見受けられます。詳細はアドバイザーと

ともに検討しますが、現時点では、豊岡市役所とい
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う組織が管理職に求めること等を改めて定義をし、

研修等によって浸透させていく必要があると考え

ております。 

 次に、歳入です。１２７ページをご覧ください。

３つ目の表、雑入、補助金・交付金のデジタル基盤

改革支援補助金のうち、ＤＸ・行財政改革推進課分

５０７万６，０００円です。歳出予算で説明したガ

バメントクラウド管理領域構築の２０２４年度分

の財源です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 危機管理課、木下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） それでは、１５９ペ

ージをご覧ください。下から２番目の枠、下のほう

になります。非常備消防事業費といたしまして６２

３万４，０００円、その内訳といたしまして、手数

料１万９，０００円と実施設計６２１万５，０００

円を計上しております。こちらにつきましては、老

朽化しました城崎消防団第１分団ひたち班の消防

車庫のほうを解体撤去し、城崎中学校グラウンドの

南東端のほうに城崎消防団第１分団やまと班の車

両も格納する消防車庫を新築することに係る実施

設計業務と建築確認に係る費用を補正予算でお願

いするものでございます。 

 現在のひたち班の消防車庫につきましては、消防

署の旧城崎分署の建物の大谿川を挟んで向かい側

にあるものでして、１９７３年の建築、５０年が経

過をしておる、老朽化をしておるということ、また、

兵庫県の行います無電柱化推進計画事業で設置さ

れます変圧器の置場としてその用地を売却すると

いうものでございます。ひたち班の消防車庫の解体

撤去、それに伴う消防車庫の新築を併せて予定をし

ておるものでございます。 

 ひたち班の車庫新築に併せまして、敷地、車庫等

も狭くて、消防団の活動に支障を来しております鴻

の湯の西側にあります、やまと班の車庫と併せて新

築しまして、一体の建物として活用する計画として

おります。なお、現在のやまと班の消防車庫につき

ましては、防災資材庫として引き続き活用すること

としております。 

 この時期に補正予算をお願いいたしましたのが、

兵庫県の行います無電柱化推進計画事業が公表さ

れまして、事業の開始に間に合わすためには今年度

中に消防車庫の設計を、来年度中に消防車庫の新築

及び現在の車庫の解体を行う必要があることから、

補正のお願いをするものでございます。 

 消防車庫の解体、新築の事業に当たっては、ほか

にも今年度、車庫の新築用地の土地の測量ですとか

分筆、登記の事務、また、県の事業のために移転す

ることから、県の公共補償を受けるための調査を行

う必要もありまして、こちらにつきましては、後ほ

ど城崎振興局から説明のほうさせていただきます。 

 次に、同じく１５９ページ、一番下の枠、上のほ

うになります。災害対策事業費の備品購入費で、１

８６万２，０００円を計上しております。これにつ

きましては、津波避難場所のうち、建物の中に避難

できる施設に設置しております震度感知式の鍵ボ

ックスをダイヤル併用型の震度感知式の鍵ボック

スに更新するものでございます。 

 震度感知式鍵ボックスについては、設置している

場所で震度５弱以上の震度を感知した場合に作動

して、ボックス内にある津波避難場所の入り口の鍵

が取り出せるというものでございますが、能登半島

地震に伴う津波警報発表時にはそれぞれ震度５弱

に達しなかったために、鍵が取り出せない事案が発

生しました。そこで、今回４桁の番号を合わせるこ

とで鍵ボックスが開くという機能を有した鍵ボッ

クスに更新をしたいというものでございます。 

 ４桁の番号につきましては、津波警報に伴う避難

指示を知らせる防災行政無線放送に併せてお知ら

せをする、また、夜間でも宿直員がいる市役所のほ

うに電話していただければ、４桁の番号をお知らせ

するということで対応したいと考えております。 

 なお、津波避難場所の建物の近隣の区には、津波

避難場所の建物の鍵自体をお預かりいただいてお

ります。今回ボックスを替えるといったことで、震

度の感知、また、ダイヤルで開ける、預けている鍵

で開けると、複数の手段で津波避難場所に入れると

いう形が取れることになります。 
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 現在設置しております震度感知式の鍵ボックス

は５か所ですが、能登半島地震の津波警報時に避難

された方の多かった竹野中学校にも新たにダイヤ

ル併用型の震度感知式の鍵ボックスを設置するこ

とといたしまして、合計６か所分の鍵ボックスの備

品購入をお願いするものでございます。 

 次に、同じ１５９ページ、一番下の防災行政無線

管理費です。防災行政無線の設備の点検の際に、田

鶴野小学校に設置をしております屋外拡声スピー

カー、３つのラッパがついとるんですが、そのうち

１つが音声を発していないという状況が判明しま

したため、不良箇所の修繕を行うものといたしまし

て５７万４，０００円を計上しているところでござ

います。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 総務課、太田垣課長。 

○総務課長（太田垣健二） それでは、私のほうから

総務課の補正予算について、歳出、歳入の順番に説

明をさせていただきます。 

 まず、１３０ページ、１３１ページをご覧くださ

い。よろしいでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） はい。 

○総務課長（太田垣健二） １３１ページの右側の下

から２つ目の説明欄、下から３行目、一般管理費で

ございます。補正の内容といたしましては、一般管

理費の補助金、地区集会施設整備費を２００万円増

額いたしまして、１，２５０万円とするものでござ

います。 

 本補助金につきましては、地区集会施設の整備に

対し支援を行い、行政区の核施設とすることを目的

として交付するものですが、８月末時点におきまし

て、既に６地区に対し補助金の交付決定を行ってお

り、さらに、それ以外の複数の地区からも改修に係

る相談を受けていることから、現計予算額と執行見

込額との差額の補正をお願いするものでございま

す。 

 続きまして、１３６ページ、１３７ページをご覧

ください。よろしいでしょうか。 

○分科会長（岡本 昭治） はい。 

○総務課長（太田垣健二） １３７ページの右側の一

番下の説明欄、全国家計構造調査費でございます。

このたび、全国家計構造調査事務委託金につきまし

て１１６万４，０００円の交付決定がありましたの

で、当初予算との差額の７万８，０００円につきま

して、交付決定額に合わせ、調査員報酬、事務経費

及び人件費充当額を増額補正するものでございま

す。 

 続きまして、１３８ページ、１３９ページをご覧

ください。よろしいでしょうか。１３９ページの右

側の上から２つ目の説明欄、国勢調査費でございま

す。このたび、国勢調査事務委託金につきましても

５０万５，０００円の交付決定がありましたので、

当初予算との差額の１０万７，０００円につきまし

て交付決定額に合わせ、事務経費及び人件費充当額

を増額するものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。戻っていただき

まして、１２２ページ、１２３ページをご覧くださ

い。よろしいでしょうか。１２３ページの右側、上

から２つ目の説明欄の移譲事務市町交付金でござ

います。これは、同交付金につきまして３１２万円

の交付決定がありましたので、当初予算との差額９

３万４，０００円を増額するものでございます。 

 同じく、１２３ページでございますが、右側の下

から２つ目の説明欄に、歳出の際に申し上げました

けども、各種統計に係る県の委託金として、当初予

算との差額、国勢調査事務委託金１０万７，０００

円、全国家計構造調査事務委託金７万８，０００円

をそれぞれ計上させていただいております。 

 総務課からは以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 地域づくり課、井上課長。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） １３２、１３３ペ

ージをお願いいたします。下から２つ目の枠、市民

プラザ管理費です。電気代の高騰により、アイティ

共有部の管理費単価の値上げがアイティ管理組合

の総会で決定し、これにより組合への共益費、年間

増額分７９万７，０００円を計上しております。 

 次に、１３４、１３５ページをお願いします。上

から３つ目の枠、定住推進事業費で６００万円を計
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上しています。具体的には、空き家改修補助金につ

いて、当初予算で８件分、８００万円を予算化して

いましたが、８月末現在で既に８件の交付決定を行

っており、現在申請受付を停止している状況でござ

います。今後の執行見込みを踏まえ、今回増額補正

を行うものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 城崎振興局地域振興課、

山根課長。 

○城崎振興局地域振興課長（山根 哲也） それでは、

１３１ページをお開きください。１３１ページ、一

番下の枠、下から３行目、財産管理費になります。

これが、先ほどの危機管理課からも説明がありまし

た、ちょっと一部、重複するところは省略させてい

ただきますが、県の無電柱化推進計画事業もあり、

老朽化している城崎消防団の消防車庫のある土地

を県へ譲渡し、あわせて、敷地、車庫ともに狭く、

消防団活動に支障を来しております同じ第１分団

の車庫と併せて新築し、一体の建物とする計画で、

これらに係る経費として、城崎振興局地域振興課か

ら予算をお願いするものが、この財産管理費の中の

業務委託料７７７万円のうち、本消防車庫の物件調

査業務委託料５６３万６，０００円と移転新築場所

の土地測量、分筆、登記に係る測量業務委託料６４

万９，０００円の合計６２８万５，０００円となり

ます。 

 歳入でございます。１２７ページをお開きくださ

い。１２７ページの上から２枠目の、３の雑入の上

から７行目、移転補償金１，０８８万６，０００円

のうち６２８万５，０００円、先ほど説明いたしま

した支出６２８万５，０００円全てが県の公共補償

の対象ということで充当いたします。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（岡本 昭治） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 人件費のことですけれども、

今、フルタイムからパートタイムに移る人とかもお

られるというようなことを聞いてるんですけども、

今、フルタイムの会計年度任用職員さんは全体で何

人で、パートタイムの会計年度さんは何人かってい

うのが分かればお願いします。 

○分科会長（岡本 昭治） 人事課、岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） ４月時点の数になります

が、フルタイムが５０人、パートタイムが５７９人

の計６２９人という形になります。 

○分科会長（岡本 昭治） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） このうち、フルタイムからパ

ートタイムに移られる方とかは、数的には、分から

なかったらいいんですけども、結構、何人か、多い

傾向にあるのかどうか。 

○分科会長（岡本 昭治） 岡課長。 

○人事課長（岡  亮吾） フルタイム、４月１日時

点で５０人ということなんですけど、今回２人減と

いうことで４８名ということになっています。逆に、

フルタイムからパートタイムへの任用替えだとか

パートタイムのほうでの採用というようなことで、

ちょっとそこは拡充しているという形になってい

ます。以上です。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。このフルタイ

ムっていったら、ほぼほぼ正職並みの時間数ですの

で、そこでのやっぱりいろんなあつれきもあると思

います。大変な方たちですので、ぜひよろしくお願

いいたします。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） 財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） １点だけ修正をさせてい

ただきたいと思ってます。 

 １２９ページ、一番下の段、臨時財政対策債５０

０万円を減額したという説明をしましたが、５０万

円の減額ということになります。おわびしまして、

訂正いたします。以上です。 

○分科会長（岡本 昭治） そのほか質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（岡本 昭治） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ご異議なしと認めます。

よって、第６２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 以上で本日の審査は終了しました。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ないようですので、それ

では、当局の皆さんはご退席いただいて結構です。

お疲れさまでした。 

  ここで、分科会を暫時休憩します。 

午前１０時０７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時０９分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

それでは、これより、３、協議事項、（２）意見・

要望のまとめについて、ア、委員会意見・要望のま

とめに入ります。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容についてご協議いただきたいと思い

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時０９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時０９分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） それでは、再開いたします。 

 意見・要望等はないということですので、そのよ

うに決定させていただきます。 

 次に、委員長報告についてですが、内容につきま

しては、正副委員長に一任願いたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

  ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前１０時１０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１０分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） 分科会を再開します。 

これより、３、協議事項、（２）意見・要望のま

とめについて、イ、分科会意見・要望のまとめに入

ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで分科会意見・要望として、予算決算委員会

に報告すべき内容について協議いただきたいと思

います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１０分 分科会再開 

○分科会長（岡本 昭治） それでは、分科会を再開

いたします。 

 特に意見がないということで、そのようにさせて

いただきます。 

 次に、分科会長報告についてですが、内容につき

ましては、正副分科会長に一任願いたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（岡本 昭治） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

  以上で、分科会を閉会します。 

午前１０時１１分 分科会閉会 

──────────────────── 

午前１０時１１分 委員会再開 

○委員長（岡本 昭治） 委員会を再開します。 

これより、（３）閉会中の継続審査申出について

に入ります。 

 資料５ページにあります委員会重点調査事項を、

閉会中の継続審査事項として議長に対して申し出

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（岡本 昭治） よろしいでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ご異議なしと認め、そのように決定し

ました。 

 これより、４、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さん方から何かありましたらお

願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） 昨日の討論の内容について、

ちょっと確認をしていただきたいと思います。 

 今、確認いただいている内容ですけども、内容に

ついては原稿をいただいた分から引用させていた

だいておりますので、上田委員、確認をお願いした

いと思います。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（岡本 昭治） それと、木谷委員もお願い

したいと思います。（発言する者あり） 

○委員（上田 伴子） 結構です。 

○委員長（岡本 昭治） よろしいですか。 

 それでは、このように決定をさせていただきます。

ありがとうございました。 

 以上をもちまして、総務委員会を閉会いたします。

皆様お疲れさまでした。ありがとうございました。 

午前１０時１３分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


